
＜まちづくりの進め方＞ 

１．市民と行政の協働によるまちづくり 

・市民が主体となる地域活動を支援し、活動組織や人材の

育成、活動拠点の充実を図る。 

２．健全で安定した行財政運営の推進 

・市民への説明責任を果たすとともに、コスト縮減に努め、

行財政改革を推進する。 

３．隣接市等との広域連携の推進 

・隣接市や関係機関等との連携を強化し、効果的に市民生

活の利便性向上等を図る。 

＜まちづくりの目標＞ 

目標人口 13,000 人 

 (平成 39（2027）年度) 

１．地域資源を活かした賑わいのあるまち 

２．次世代の担い手を育成・支援するまち 

３．安心していきいきと暮らせるまち 

４．豊かな自然の恵みを次世代に受け継ぐまち 

 

 

 

基本構想に示すまちづくりの目標（産業振興、教育文化、安全安心・健康福祉、生活環境）を具現化す

るために必要な各分野の政策を体系的に定めたものである。 

＜まちづくりの視点＞ 

将来像を実現するためには、市民、地域、事業者、行政などが協働でまちづくりに取り組む必要がある。 

以下の４つの視点でまちづくりを進めていく。 

 
［地域の宝物］ 

地域資源を活用する 

・豊かな自然、歴史、文

化などの風土や農林

水産物、製造品及びそ

の生産技術、観光資源

など、先人が守り育て

てきた地域資源は、地

域の宝物である。 

・この宝物を市民、地

域、事業者、行政等で

掘り起こし、磨き、活

用する。 

［市民主体］ 

自ら考え共に行動する 

・市民がまちづくりに

主体的に参画し、行政

は、市民がまちづくり

について自ら考え、行

動できるような市政

を推進する。 

・市民、地域、事業者、

行政など多様な担い

手が、各々の役割を分

担し、共に行動する。 

 

［次世代人材育成］ 

地域“愛”を育む 

・地域の中で一人ひと

りが生きがいをもっ

て活躍し、地域全体で

人を育てることは、地

域を愛し、誇りに思う

気持ちを育む。 

・家庭、地域、学校、事

業者、行政などが力を

結集し、次世代の垂水

を担う人材を育成し、

地域に住み続けられ

る環境を整える。 

 

［安全・安心］ 

みんなで支え合う 

・すべての市民が、自然

災害や生活などに不

安を感じることなく

安全・安心に暮らせる

ことがまちづくりの

基本である。 

・いつまでも安心して

暮らしていけるよう、

みんなで協力し合い、

共に支え合う。 

 

第１部 分野別計画 

１．産業振興／ 

地域資源を活かした賑わいのあるまち 

（１）農林水産業の振興 

（２）商工業･観光の振興 

（３）雇用環境の充実 

２．教育文化／ 

次世代の担い手を育成・支援するまち 

（４）子育て支援体制の充実、学校教育の充実 

（５）生涯学習の充実、地域文化の保存･継承･活用 

３．安心安全・健康福祉／ 

安心していきいきと暮らせるまち 

（６）保健･医療･介護、障害者（児）福祉の充実 

（７）防災、防犯、消防力の充実 

４．生活環境／ 

豊かな自然の恵みを後世に受け継ぐまち 

（８）自然環境の保全、循環型社会の構築 

（９）住環境（公園、住宅、道路等）、景観の整備 

第５次垂水市総合計画の体系図 

＜将来像＞ 

「九つの彩り豊かに 健やかな人を育むまち 垂水」 

地域住民がまちづくりの主役となり、地域間や世代間の垣根を越えた助け合い・支え合いの心を育み

ながら、市内９地区それぞれの地域の特性（彩り）を活かしたまちづくりを進めています。また、豊か

な自然、歴史や暮らし、文化、伝統といった“地域の宝物”に包まれ、健やかな「心身」が保持されてい

ます。わたしたちが地域の中で支え合いながら、いきいきと明るい気持ちで暮らす姿は、次の世代を担

う子どもたちの地域“愛”を育みます。地域全体で子どもを守り育てるとともに、地域資源を守りつつ、

“地域の宝物”を増やし、暮らしやすく活気のあるまちをつくり、子どもたちへ未来の垂水をつないでい

きます。 

基本構想 基本計画 

［プロジェクト２］ 

健康長寿・子育て支援の 

まちづくり 

［プロジェクト１］ 

まち・ひと・しごとの創生 

［プロジェクト３］ 

シティプロモーションの推進 

基本構想を実現するためには、各分野の枠組みに捉われず横断的に対処しなければならない課題に対

し、重点的かつ戦略的に取り組んでいく必要がある。 

以下の３つを重点プロジェクトとして掲げ、政策の考え方、進め方を示し、具体的な政策を推進する。 

第２部 重点プロジェクト 

２．健全で安定した 

行財政運営の推進 

３．隣接市等との 

広域連携の推進 

第３部 まちづくりの進め方 

１．市民と行政の協働 

によるまちづくり 

資料２ 


